
市政記者配付資料 

  令和５年２月 27 日 

監査事務局 

令和４年度第１期定期監査結果等の公表について 

監査の結果に関し、本日、福岡市公報及び福岡市監査事務局ホームページに

て公表します。 

１ 概要説明資料 

・令和４年度第１期監査結果（事務）について

・令和４年度第１期監査結果（事務）の概要

・令和４年度第１期監査結果（工事）について

・令和４年度第１期監査結果（工事）の概要

２ 公表資料（福岡市公報登載データ） 

・５監査公表第１号（監査の結果に関する報告について）

・５監査公表第２号（監査の結果に関する報告について）

３ 参考資料 

・令和４年度監査年間スケジュール

○事務監査

（担当課）事務監査課 

（電 話）711-4707 

（内線 7210） 

（担 当）御
お

幡
ば た

○工事監査

（担当課）工事監査課 

（電 話）711-4710 

（内線 7220） 

（担 当）吉 村 



令和５年２月27日
監査事務局

令和４年度 第１期　監査結果（事務）について

１ 監査の概要

(1) 対象期間　平成29年９月 ～ 令和４年10月
(注) 監査の対象期間は、上記の範囲内で局等、団体毎に異なる。

(2) 監査対象及び指摘・意見のある局等・団体

団体 所管局 団体 所管局 団体 所管局

監査対象局等・団体 1 1 4 3 10 3

指摘・意見のある
局等・団体

0 0 0 0 0 0

※合計欄の数は、定期監査の局等と財政援助団体等の所管局が重複するため、各欄の合計値とは一致しない。

２ 監査の結果

(1) 定期監査

・指摘 (単位：件)

財務
事務

収入
事務

支出
事務

契約
事務

財産
管理
事務

物品
管理
事務

その
他

こども未来局 1 P3～4

経済観光文化局 1 P4

教育委員会 3 1 1 P4～6

合　　計 0 0 4 2 0 1 0

・意見

対象局等
公  報
ページ

総務企画局 P3

P6

P6～7

※定期監査対象局等

総務企画局、財政局、こども未来局、経済観光文化局、道路下水道局、消防局、交通局、

教育委員会

1

1

5

7

教育委員会

意見の概要

会計年度任用職員事務の適正な事務処理について

教育委員会における電磁的記録媒体(ＵＳＢメモリ等)の
適正な管理について

教育委員会における会計年度任用職員事務の適正な事務
処理について

内容別指摘件数

指摘件数
合    計

公  報
ページ

財政援助団体 出資団体 指定管理者

8 26 局等・団体

4 ４ 局等・団体

区分

定期監査 財政援助団体等監査

合計
局等

指摘件数

局等

1



(2) 財政援助団体等監査

ア 財政援助団体監査

・指摘・意見なし

イ 出資団体監査

・指摘・意見なし

ウ 公の施設の指定管理者監査

・指摘・意見なし

【問い合わせ先】

対象団体：(公財)福岡アジア都市研究所、福岡タワー(株)、
(公財)福岡市文化芸術振興財団、(公財)福岡市学校給食公社

所 管 局：総務企画局、経済観光文化局、教育委員会

○ 事務監査
監査事務局　事務監査課長　御幡　711-4707（内線7210）

※公報 : 令和５年２月27日 第6936号(別冊）

対象団体：(株)ウィズグループ、(社福)まごころ会、(社福)敬養会、
(社福)福岡ケアサービス、(社福)福岡市身体障害者福祉協会、
福岡市社会福祉協議会・旭商会共同事業体、福岡市漁業協同組合、
マリゾン・博多湾環境整備共同事業体、博多港開発･西部ガス共同事業体、
博多港ふ頭(株)

所 管 局：福祉局、農林水産局、港湾空港局

対象団体：(一財)福岡市教職員互助会
所 管 局：教育委員会
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令和４年度 第１期 監査結果（事務）の概要 

１ 定期監査 

局

等 
監査の結果（別添公報より抜粋） 

総

務

企

画

局 

会計年度任用職員事務の適正な事務処理について（意見） 

会計年度任用職員事務については、関係法令等に基づき適正に事務処理を行わなけれ

ばならない。 

しかしながら、勤務条件通知書等の任用手続き、給与や時間外勤務手当の支給に関す

る事務処理、年休繰越日数等の算定及び出勤簿や服務に関する諸承認申請書の整理等

について、不適切な事務処理が多数見られた。 

会計年度任用職員制度は、令和２年度に開始した制度であり、理解不足や認識誤りに

よるものと考えられる事務処理誤りが多く見られたことから、再度、制度所管課として、全

所属等に対して同制度及び事務処理要領等の周知徹底を図るとともに、適正な事務処理

が行われるよう指導されたい。 

（人事課、労務課） 

こ

ど

も

未

来

局 

委託料の支払いに長期日数を要していたものについて注意を求めるもの 

委託料の支出については、履行完了確認後、債権者からの請求によりその対価を支払

わなければならない。また、債権者から請求が行われない場合は、債権者に対して催促を

行い、速やかに支払う必要がある。しかしながら、「令和３年度「子育て世帯生活支援特別

給付金（ひとり親世帯分）」帳票等作成・印刷・発送業務委託（単価契約）」外３件の支出に

おいて、履行完了確認後、支払いまでに長期日数を要していた。 

なお、令和３年度の定期監査において、委託料の支出について、同様の指摘を行ってい

たが、それに対する措置が徹底されておらず、不適切な事務処理の再発防止への取組み

が不十分であった。 

今後、速やかな事務処理が行われるよう進捗管理を徹底し、再発防止に努められたい。 

（こども家庭課） 

経

済

観

光

文

化

局 

自動車借上料等の支払いについて適正な事務処理を行うよう注意を求めるもの 

支払いは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律に基づき、契約書等で適法な支払

請求を受けた日から30日以内に行わなければならないとしている。また、支払いが遅延し

た場合は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律に基づき遅延利息の額を計算し、遅

延利息を支払わなければならない。しかしながら、令和元年度の「庚寅銘大刀重要文化財

指定記念イベント 元岡・桑原遺跡群見学ツアーのための自動車借上料」に係る自動車借

上料及び借損料の支出において、請求日から30日を超えて支払っていた。また、支払遅

延に対する遅延利息を支払っていなかった。 

今後、自動車借上料等の支払いに当たっては、適正な事務処理を行われたい。 

（埋蔵文化財センター） 
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報償費等の支払いに長期日数を要していたものについて注意を求めるもの 

報償費及び土地家屋借上料等の支出において、次のような事例が見受けられた。 

今後、速やかに事務処理を行うよう十分注意されたい。 

(1) 報償費の支出については、実施確認後、速やかに支払わなければならない。しかしな

がら、令和３年度「留守家庭子ども会 要配慮児童支援アドバイザー派遣 謝礼金」の支

出において、実施確認後、支払いまでに長期日数を要しているものがあった。 

(2) 契約代金は、履行完了確認後、債権者からの請求によりその対価を支払わなければ

ならない。また、債権者から請求が行われない場合は、債権者に対して催促を行い、速

やかに支払う必要がある。しかしながら、平成29年度の「平成29年６月分放課後こども

育成課 タクシー借上料」に係る自動車借上料の支出、令和元年度の「留守家庭子ども

会総括支援員・主任支援員採用候補者選考試験問題作成等業務委託」外１件に係る委

託料の支出並びに同２年度の「西都小学校仮設留守家庭子ども会施設賃貸借（令和２

年７月～令和２年９月）」外２件及び同３年度の「玄洋小学校仮設留守家庭子ども会施設

賃貸借（４月～６月分）」に係る土地家屋借上料の支出において、履行完了確認後、支払

いまでに長期日数を要していた。 

（放課後こども育成課） 

被服費等の支払いに長期日数を要していたものについて注意を求めるもの 

被服費等の支出については、履行完了確認後、債権者からの請求によりその対価を支

払わなければならない。また、債権者から請求が行われない場合は、債権者に対して催促

を行い、速やかに支払う必要がある。しかしながら、令和元年度の借損料の支出１件及び

同２年度の「白衣（女性用長袖白色）外１１件」外４件に係る被服費の支出において、履行完

了確認後、支払いまでに長期日数を要していた。 

今後、速やかに事務処理を行うよう十分注意されたい。 

（職員課） 

金券類の管理について適正な事務処理を行うよう注意を求めるもの 

金券類の物品管理事務において、次のような事例が見受けられた。 

(1) 物品は、その性質や用途に応じ常に善良な管理者の注意をもって保管し、又は管理し

なければならない。しかしながら、令和３年３月31日に取扱いが終了した金券（タクシー・

プリペイド・チケット）について、払戻し期限である同年５月31日までに手続きをしなかっ

たため、請求権が消滅していた。 

今後、金券類の管理にあたっては、使用期限等に十分注意されたい。 

(2) ＩＣカードについては、財産の有効活用の観点から、常に必要性を検討し、不要なＩＣ

カードは、他の所属へ保管転換、もしくは払戻しを行う必要があることから、平成30年

度の定期監査において、学校から回収し、用途を決めずに保管していたＩＣカード194枚

について、「今後の取扱いを検討されたい。」との指導（要望）を行っていた。しかしなが

ら、一部のＩＣカードは保管転換したものの、具体的な対応策を検討しないまま回収を続

けた結果、実査日（令和４年10月４日）現在、保管するＩＣカードが365枚に増加してい

た。 

大量のＩＣカードを保管することは、財産の有効活用の観点から不適切であるだけで

なく、紛失や盗難等のリスクもあることから、今後の取扱いについて早急に検討された

い。                                              （職員課） 
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印刷消耗品費の支払いに長期日数を要していたものについて注意を求めるもの 

印刷消耗品費の支出については、履行完了確認後、債権者からの請求によりその対価

を支払わなければならない。また、債権者から請求が行われない場合は、債権者に対して

催促を行い、速やかに支払う必要がある。しかしながら、令和元年度の書籍等の支出９件

において、履行完了確認後、支払いまでに長期日数を要していた。 

今後、速やかに事務処理を行うよう十分注意されたい。 

（労務・給与課） 

委託料等の支払いに長期日数を要していたものについて注意を求めるもの 

委託料等の支出については、履行完了確認後、債権者からの請求によりその対価を支

払わなければならない。また、債権者から請求が行われない場合は、債権者に対して催促

を行い、速やかに支払う必要がある。しかしながら、令和元年度の印刷消耗品費の支出１

件並びに「令和２年度福岡市立学校臨時教職員採用時健康診断業務委託（令和２年１０月

分）」外１件、「令和３年度福岡市立学校臨時教職員採用時健康診断業務委託（令和３年４

月分）」外５件及び「令和４年度福岡市立学校臨時教職員任用時健康診断業務委託」に係

る委託料の支出において、履行完了確認後、支払いまでに長期日数を要していた。 

今後、速やかに事務処理を行うよう十分注意されたい。 

（教職員第１課） 

教育委員会における電磁的記録媒体（ＵＳＢメモリ等）の適正な管理について（意見） 

電磁的記録媒体（ＵＳＢメモリ等）の取扱いについては、「公用ＵＳＢメモリ等電磁的記録

媒体の取扱いマニュアル」及び教育委員会で策定している「機密文書の保護に関するガイ

ドライン」等に基づき、適正に管理・利用しなければならない。 

しかしながら、教育委員会事務局及び学校（高等学校、小学校及び中学校）の電磁的記

録媒体（ＵＳＢメモリ、ポータブルＨＤＤ及びＳＳＤ等）について、記録媒体管理簿及び利用

台帳を作成していないなど不適切な事務処理が多数見られた。なお、学校におけるＵＳＢメ

モリ及びハードディスク等の記録媒体の管理については、令和元年度の包括外部監査に

おいて指摘されており、学校でのＵＳＢメモリの利用は禁止としていたが、今回、ポータブル

ＨＤＤ及びＳＳＤ等の管理について不適切な事務処理が見られたものである。 

電磁的記録媒体は、常に情報漏えい・紛失・盗難等のリスクがあることから、リスクを低

減させるために作成された当該マニュアル等の趣旨に鑑み、今後、電磁的記録媒体の適正

な管理が行われるよう、学校をはじめ教育委員会全所属に電磁的記録媒体の適正な取扱

いについて周知徹底を図るとともに、管理責任者に対して研修を行うなど、早急に具体的

な対策を講じられたい。 

（総務課） 

教育委員会における会計年度任用職員事務の適正な事務処理について（意見） 

会計年度任用職員事務については、関係法令等に基づき適正に事務処理を行わなけれ

ばならない。しかしながら、発令伺や勤務条件通知書等の任用手続き、時間外勤務手当の

支給に関する事務処理、年休繰越日数等の算定及び出勤簿や服務に関する諸承認申請

書の整理等について、不適切な事務処理が多数見られた。 

会計年度任用職員制度は、令和２年度に開始した制度であり、理解不足や認識誤りに

よるものと考えられる事務処理誤りが多く見られたことから、再度、制度所管課として、教

育委員会全所属等に対して同制度及び事務処理要領等の周知徹底を図るとともに、適正

5



 

教

育

委

員

会 

な事務処理が行われるよう指導されたい。 

また、学校については、複数の職種の会計年度任用職員を任用しており、その職種によ

って勤務条件等が異なるなど、事務処理誤りのリスクも高いと考えられるため、より実効性

のある周知方法やチェック方法等について検討されたい。 

（職員課、服務指導課、労務・給与課） 
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１ 監査の概要

(1) 対象期間　平成29年４月 ～ 令和４年３月
(注) 監査の対象期間は、上記の範囲内で局等、団体毎に異なる。

(2) 監査対象及び指摘・意見のある局等・団体

監査対象局等・団体

指摘・意見のある
局等・団体

２ 監査の結果

(1) 定期監査

・指摘

経済観光文化局 0 0 3 0 0 0 0 0 0 P7～8

道路下水道局 0 0 4 0 0 0 0 0 0 P8～9

交通局 0 0 2 0 0 0 0 0 0 P10

教育委員会 0 0 1 0 0 0 0 0 0 P10

合　　計 0 0 10 0 0 0 0 0 0

・意見なし

※定期監査対象局等

総務企画局、財政局、こども未来局、経済観光文化局、道路下水道局、消防局、

交通局、教育委員会

令和５年２月27日

委託

監査事務局

令和４年度　第１期　監査結果（工事）について

10

(単位：件)

指摘件数

局等

内容別指摘件数
指摘
件数
合計

維持
管理

契約

公　報
ページ

区分
局等

計画 設計 積算 施工 検査
その
他

 4局等・団体

8 4 12局等・団体

4 0

定期監査 出資団体
合計

団体

3

4

1

2

1



(2) 出資団体監査

・指摘なし

・意見なし

※出資団体監査対象団体

(公財)福岡アジア都市研究所

福岡タワー(株)

(公財)福岡市文化芸術振興財団

(公財)福岡市学校給食公社

【問い合わせ先】

※公報 : 令和５年２月27日 第6936号(別冊)

監査事務局　工事監査課長　吉村 711-4710（内線7220）

○ 工事監査に関すること
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令和４年度 第１期 監査結果（工事）の概要 

１ 定期監査 

(1) 局別監査

局

等 
監査の結果（別添公報より抜粋） 

（参考） 

違算額※１ 

経

済

観

光

文

化

局 

積算において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの 

サイン改修の積算を適正に行うべきもの 

福岡競艇場東スタンド棟内部改造工事［総合評価］ 

(契約金額９億8,420万1,968円) 

  本工事は競艇場の内部を改造する工事である。 

サイン改修の積算において、一部サインの数量を誤って計上した結果、

過大な積算となっていた。 

  また、設計変更時に一部不用となったサインの数量を誤って計上した結

果、過大な積算となっていた。 

  今後は、適正な積算に努められたい。 

  （経営企画課、財政局施設建設課関連） 

過大 

3,096千円 

積算において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの 

実況・映像テレビ設備の数量の算定を適正に行うべきもの 

福岡競艇場東スタンド棟内部改造電気工事［総合評価］ 

(契約金額５億4,343万3,000円) 

本工事は競艇場の内部改造に伴う電気工事である。 

  実況・映像テレビ設備の積算において、仕様及び取付方法別に数量を算

定していたテレビについて、一部の数量を誤った結果、過大な積算となっ

ていた。 

  今後は、適正な積算に努められたい。 

（経営企画課、財政局設備課関連） 

過大 

1,218千円 

積算において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの 

内部改造空調設備工事の積算を適正に行うべきもの 

福岡競艇場東スタンド棟内部改造空調設備工事［総合評価］ 

(契約金額10億8,034万5,200円) 

本工事は競艇場の内部改造に伴う空調設備工事である。 

  換気ファンＩＮＶ盤の積算において、見積比較検討書から積算内訳書に

入力する際に桁数を誤って入力した結果、過大な積算となっていた。 

  また、空冷ヒートポンプパッケージエアコンの積算において、見積比較

検討書から積算内訳書に入力する際に金額を誤って入力した結果、過大な

積算となっていた。 

  今後は、適正な積算に努められたい。 

（経営企画課、財政局設備課関連） 

過大 

8,355千円 

※１: 違算額は設計金額ベースによる概算額

3



局

等 
監査の結果（別添公報より抜粋） 

（参考） 

違算額※１ 

道

路

下

水

道

局 

積算において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの 

スクラップ費（控除）及びカルバート工の積算を適正に行うべきもの 

地下鉄七隈線新駅自転車駐車場建設工事 

(契約金額２億7,491万3,100円) 

  本工事は地下鉄七隈線延伸における新駅に自転車駐車場を建設する工事

である。 

  現場発生の鋼材（Ｈ形鋼等）を有価物として処分（売却）する際に発生

するスクラップ費については、工事価格から控除する必要があるが、誤っ

て直接工事費から控除して積算を行っていた。 

  また、カルバート工の積算において、仮設材（覆工板・受桁等）の設置

撤去及び運搬費を計上していたが、対象数量の算出等を誤っていた。 

  その結果、過小な積算となっていた。 

今後は、適正な積算に努められたい。 

（自転車課、東部道路課関連） 

過小 

2,086千円 

積算において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの 

仮設工（足場・防護）の積算を適正に行うべきもの 

令和２年度美野島陸橋補修工事 

（契約金額１億5,135万3,400円） 

本工事は橋梁長寿命化修繕計画に伴う補修工事である。 

仮設工（足場・防護）の積算において、適用条件及び数量の算出を誤っ

た結果、過大な積算となっていた。 

今後は、適正な積算に努められたい。 

（道路維持課） 

過大 

766千円 

積算において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの 

運搬費の積算及び材料単価の決定を適正に行うべきもの 

都市計画道路築港石城町線道路舗装工事（その４） 

 （契約金額9,934万5,400円） 

本工事は道路の新設のための舗装工事である。 

運搬費の積算において、路面切削に使用する路面切削機の運搬費（質量

20t以上の建設機械の貨物自動車等による運搬）を計上する必要があるにも

かかわらず、誤って計上していなかった。 

また、舗装工（歩道部）におけるカラーアスファルト混合物の単価は、

使用量に応じて異なる単価区分が設定されているが、工事費の積算におい

て、種類の異なるカラーアスファルト混合物との総使用量で判断し、誤っ

た単価区分で計上していた。 

その結果、過小な積算となっていた。 

今後は、適正な積算に努められたい。 

（東部道路課） 

過小 

761千円 

※１: 違算額は設計金額ベースによる概算額
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局

等 
監査の結果（別添公報より抜粋） 

（参考） 

違算額※１ 

道

路

下

水

道

局 

積算において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの 

単価の決定及び数量の算出を適正に行うべきもの 

市道千代今宿線（興徳寺橋）下部工築造工事（その２）［総合評価］ 

（契約金額１億2,563万7,600円） 

本工事は橋梁の架け替えに伴う下部工（右岸側橋台）を築造する工事で

ある。 

建設発生土（硬岩）の処分費等について、受入処分先が限定されるとし

て見積りを徴収して積算を行っていたが、建設発生土等の処分に関する費

用等を設計計上する場合には、それぞれの処分先までの運搬費と処理（処

分）料の合計額を経済比較し、最も安価な処分先を設計計上すべきところ、

誤って見積額の平均額を採用した結果、過大な積算となっていた。 

また、交通管理者との協議により、作業時間帯以外にも配置する必要が

あるとして「土木工事標準積算基準書」に基づき交通誘導警備員の労務単

価を決定していたが、誤った適用条件により算出した結果、過大な積算と

なっていた。 

仮設工（仮設材設置撤去工）の積算においては、対象質量の算出を誤り、

主部材及び副部材の全質量を対象とすべきところを、主部材の質量のみで

積算を行った結果、過小な積算となっていた。 

さらに、運搬費の積算において、貨物自動車運搬の必要台数を誤って計

上した結果、過大な積算となっていた。 

今後は、適正な積算に努められたい。 

（西部道路課） 

過小 

587千円 

過大 

1,431千円 

交

通

局 

積算において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの 

材料単価の決定を適正に行うべきもの 

七隈線ホームモニタ等視認性改善工事 

（契約金額6,710万円） 

本工事は鉄道施設に設置されたホームモニタの視認性向上を図る工事で

ある。 

カメラ設備の積算において、表計算ソフト上の内訳書と代価表とのリン

クの齟齬により、ネットワークビデオエンコーダーの設置単価を誤った結

果、過大な積算となっていた。 

今後は、適正な積算に努められたい。 

（橋本保守事務所） 

過大 

1,957千円 

※１: 違算額は設計金額ベースによる概算額
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局

等 
監査の結果（別添公報より抜粋） 

（参考） 

違算額※１ 

交

通

局 

積算において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの 

共通費の算定を適正に行うべきもの 

姪浜車両基地工場棟屋根改修工事（その２） 

（契約金額9,625万円） 

本工事は地下鉄車両基地工場棟の屋根を改修する工事である。 

共通費の算定において、工期末日は変えずに発注時期を変更し工期日数

が減少したが、当初工期日数のまま誤って算定した結果、過大な積算とな

っていた。 

今後は、適正な積算に努められたい。 

（姪浜車両工場） 

過大 

1,128千円 

教

育

委

員

会 

積算において、次のような不適切な事例が認められたので注意を求めるもの 

共通費の算定を適正に行うべきもの 

総合図書館外壁改修工事［総合評価］ 

（契約金額２億3,500万6,200円） 

本工事は図書館の外壁改修を行う工事である。 

共通費の算定において、工期を設定する際の契約手続き控除期間の日数 

を誤って適用した結果、過大な積算となっていた。 

今後は、適正な積算に努められたい。 

（総合図書館運営課、財政局施設建設課関連） 

過大 

572千円 

※１: 違算額は設計金額ベースによる概算額
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〔参考：年間スケジュール〕
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

決算審査

基金運用状況審査

健全化判断比率及び
資金不足比率審査

内部統制評価報告書
審査

例月出納検査

区分

財務監査
（定期監査）

事
務
監
査

工
事
監
査

行政監査

財政援助団体監査

出資団体監査

事
務
監
査

工
事
監
査

公の施設の
指定管理者監査

○総務企画局

○財政局

○こども未来局

○経済観光文化局

○道路下水道局

○消防局

○交通局

○教育委員会

○市民局

○福祉局

〇保健医療局

○環境局

○農林水産局

○住宅都市局

○港湾空港局

○区役所（全区）

○水道局

○総務企画局

○財政局

○こども未来局

○経済観光文化局

○道路下水道局

○消防局

○交通局

○教育委員会

○市長室

○市民局

○福祉局

〇保健医療局

○環境局

○農林水産局

○住宅都市局

○港湾空港局

○区役所（全区）

○水道局

＊マークは、フォロー

アップ監査のみ実施する

場合がある。

○(公社)福岡市シルバー人材センター

○(公社)福岡市老人クラブ連合会

〇(一社)福岡市中央卸売市場鮮魚市場協会

○(一財)福岡市教職互助会

第１期

第１期 第２期

第１期 第２期

第１期

第２期

第１期

通年（毎月）

○会計室
＊市選挙管理委員会

事務局

＊区選挙管理委員会

事務局（全区）

○(公財)福岡アジア都市研究所

○(公財)福岡市文化芸術振興財団

○福岡タワー(株)

○(公財)福岡市学校給食公社

○(地独)福岡市立病院機構

○(株)福岡クリーンエナジー

○(公財)福岡市緑のまちづくり協会

○博多港ふ頭(株)

○農業委員会事務局

第２期

○(株)西日本介護サービス

〇(社福)まごころ会

〇(社福)敬養会

〇(社福)福岡ケアサービス

〇(社福)福岡市身体障害者福祉協会

〇福岡市社会福祉協議会・旭商会共同事業体

〇福岡市漁業協同組合

〇マリゾン・博多湾環境整備共同事業体

〇博多港開発・西部ガス共同事業体

〇博多港ふ頭(株)

〇(株)福岡サイエンス＆クリエイティブ

○(株)福岡市民ホールサービス

○福岡舞台芸術施設運営共同事業体

○西部ガス都市開発(株)

○(株)博多座

○(公社)福岡市シルバー人材センター

○特定非営利活動法人Ｉ-ＤＯ

第１期 第２期

○(公財)福岡アジア都市研究所

○(公財)福岡市文化芸術振興財団

○福岡タワー(株)

○(公財)福岡市学校給食公社

○(地独)福岡市立病院機構

○(株)福岡クリーンエナジー

○(公財)福岡市緑のまちづくり協会

○博多港ふ頭(株)

第２期
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